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第８回 中野市立保育所民間移管に係る三者協議会 顛末 

日 時 令和７年１月７日（火）午後６時 30 分～午後７時９分 

会 場 平野保育園遊戯室 

出席者 

【保護者】 

平野３名、高丘３名（６名） 

【法人（社会福祉法人寿翔永会）】 

４名 

【事務局（中野市子ども部）】 

子ども部長、保育課長、 

平野保育園長、高丘保育園長、 

課長補佐兼施設係長、保育係長、 

施設係 担当 （７名） 

配布資料 別添のとおり 

 

【協議会内容】                                  

１ 開  会 

（保育課長補佐） 
（略） 

  

２ あいさつ 

（子ども部長） 
（略） 

  

３ 会議事項 

（保育課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 新園での開園時期の延期について 

資料１に基づき説明 

新園舎の建築工事の進捗状況については12月末現在の出来高

で記載のとおり。 

平野さつきこども園 57.90％ 

高丘さつきこども園 29.00％ 

進捗状況に差はあるが、地形的な問題で平野は園舎を先行し、

高丘は造成を先行して進めているため、出来高としてはこのよ

うな形となっている。 

新園舎の開園予定について、当初は令和７年４月１日を目指

していたところですが、次のとおり延期することとします。 

平野さつきこども園 令和７年６月 

高丘さつきこども園 令和７年７月 

具体的な日付については、工事の進捗等もあるため、現時点で

はお示しできませんが、決定次第お知らせすることとします。 

なお、本件については、社会福祉法人寿翔永会から、工事の進

捗を踏まえた上で開園時期を平野さつきこども園は令和７年７

月１日、高丘さつきこども園は令和７年８月１日に延期したい

旨、協議があり、検討の結果、工事や開園準備の進捗により新園
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舎での開園時期が早まる可能性についても考慮のうえ、記載の

開園時期（表現）としたところ。 

今回、このように延期することとなった主な理由については、

次のとおり。 

・造成工事の遅れ。 

・建築工事の入札において予定していた金額以内での応札と

ならなかったことから、市の追加支援等入札後の対応によ

り契約までに時間を要したこと。 

・３月末までに園舎が完成したとしても駐車場を含む外構工

事が完了しないことにより、開園と並行して工事を進めた

場合に子どもの安全確保が難しいため。 

・本事業については国の交付金を活用しているが、国の予算が

不足したことにより、本市の事業に対する内示が遅れ、内示

前の契約ができないことから、その分事業が遅れたため。 

また、新園舎での開園は上記の理由により延期となりますが、

現在の園舎を使い、予定通り令和７年４月１日に平野・高丘さつ

きこども園を開園することとし、運営は市から社会福祉法人寿

翔永会へ移管します。 

このタイミングでの延期公表とした主な理由については、次

のとおり。 

・12月末までに工事進捗を確認したうえで、より正確な開園

時期を決めるため。 

・１月下旬に入園説明会の開催があるため、それまでの公表と

したかったため。 

・新園の開園に当たり、県への認可申請を行う必要があるが、

新しい園舎での開園か、現在の園舎での開園かという部分

の判断が必要となり、このタイミングでの判断が必要であ

ったため 

・国の交付金についても、令和７年度への繰越手続きが必要と

なるため。 

  

Ｑ１（保護者） 

 

新園にて予定している子育て支援センターや０歳児の受け入

れについては、どうなるのか。 

Ａ１（事務局） 

 

 

 

新園にて予定している事業については、基本的に全て現園舎

の空き部屋や設備を活用して行うこととします。なお、３歳以上

児への主食の提供についても現園舎にて予定通り行う予定とな

ります。 

Ｑ２（保護者） 

 

 

 

今回の事業について、もともとタイトなスケジュールであっ

たこともあり、延期についてある程度仕方がないと理解できる

部分もあるが、工事の進捗について業者を急がせる等して園舎

の完成に影響ができないかが心配だが、どうか。 
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Ａ２（事務局・ 

寿翔永会） 

 

今回の延期については、工事業者とも協議のうえ、無理のない

工事（工期）とするためにという部分も含めての決定したもので

あり、その部分について心配はない。 

要望（保護者） 引き続き、無理のないスケジュールでの施工をお願いしたい。 

Ｑ３（保護者） 

 

 

高丘保育園の駐車場については、新園舎での開園となるまで、

現在の仮設駐車場となるのか。駐車場部分が先に完成した場合

にそちらを利用できないのか。 

Ａ３（事務局） 

 

 

 

ご認識のとおり仮設駐車場の利用となります。外構工事は最

後となり、仮に完成したとしても資材置き場等としての利用も

あることから、仮設駐車場を継続して利用いただく予定となり

ます。 

Ｑ４（保護者） 

 

バス通園をしていた園児について、現園舎での開園期間中に

ついても運行は行わないということでよかったか。 

Ａ４（事務局） ご認識のとおりとなります。 

要望（保護者） 

 

 

 

 

現園舎での開園となった場合に、かなり古い園舎であること

もあり、現在の職員は配慮して怪我等のないよう運営している

のだと思うが、運営が市から寿翔永会に移管した際に、そういっ

た部分までちゃんと引き継いでいただけるよう要望をお願いし

たい。 

（事務局） 

 

引き続き、現在実施中の引継ぎ・共同保育においてそういった

細かい部分も含めて引継ぎを行っていくようにします。 

  

３ 会議事項 

（寿翔永会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 保護者入園説明会について 

資料２・資料３に基づき説明 

１月下旬（平野１月 28 日、高丘１月 29 日）に各園で実施予

定の入園説明会において細かく説明を行うこととしますので、

予め入園のしおり（案）の内容を確認いただき、質問等ある場合

については、入園説明会当日にご質問いただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

なお、今週中に入園説明会の案内や記載いただく書類等一式

を園児に持ち帰っていただくようにしますので、お手元に届き

ましたら確認をお願いします。 

  

Ｑ５（保護者） 

 

各家庭で準備する必要があるもの等、入園説明会で見本を示

していただくとイメージしやすいと思うので、お願いしたい。 

Ａ５（寿翔永会） 

 

承知しました。入園説明会において見本をお示しするように

します。 
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４ その他 

（保育課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 今後の会議日程 

次回は令和７年３月８日（土）10 時から同会場にて実施。 

２月の三者協議会については、実施しないこととする。 

なお、協議事項については、寿翔永会への園運営移管時に、遵

守事項等を規定した「中野市立保育所民間移管にかかる認定こ

ども園運営に関する覚書」を締結することとしていることから

当該覚書の案を確認いただくことと等を予定している。 

 

⑵ その他 

特になし。 

  

Ｑ６（保護者） 

 

 

 

新園での着替えの園予備分等必要なものがある場合について

は、各家庭で不要となったものを寄付する等協力できるものも

あるかもしれませんので、もし必要なものがある場合はお示し

いただいてはどうか。 

Ａ６（寿翔永会） 

 

 

園としてもそういった備品類は用意する予定ではあったが、

もし各ご家庭にご協力いただきたいものがある場合について

は、リスト等でお示ししたいと思います。 

  

５ 閉会 

（保育課長） 
 

（終了時間） 午後７時９分 

 


